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とりまとめに向けた考え方について（案） 

（基礎自治体のあり方） 

 
１．基礎自治体の抱える課題 
 
（人口減少・少子高齢社会） 
○ 人口減少・少子高齢社会の到来により、社会経済や地域社会の状況

が大きく変容する中で、住民に身近な行政サービスをどのようにして

持続可能なかたちで提供していくかが、問われているのではないか。 
 
○ 基礎自治体においては、人口規模の減少や人口密度の低下に伴い、

行政コストが増大することが想定される。財政の持続可能性を維持し

つつ、各種行政需要の増大に対応し、医療、教育、交通等の生活に必

要な機能の確保を図っていくことが課題となっているのではないか。 
 
○ その際、基礎自治体における専門職員の不足等、サービスを供給す

る側の変化と、介護や老人福祉サービス等のニーズの増大というサー

ビスを受ける側の変化も踏まえる必要があるのではないか。 
 
○ 将来、一層の人口減少が進む中においても、集落は人口ほどは減少

せず、人々は国土に点在して住み続けることや、単身世帯が増大する

こと等が予想され、このような課題はより顕著になって現れてくるの

ではないか。 
 
（東日本大震災の教訓・課題への対応） 
○ 東日本大震災においては、職員自身の被災、災害対応の拠点となる

べき庁舎の壊滅、住民を把握する住民基本台帳データの喪失等、基礎

自治体の行政機能が失われるケースがあった。大災害時においても、

基礎自治体がその行政機能を維持することの重要性があらためて浮き

彫りになったのではないか。 
 
○ 被災した市町村の支援に関しては、近隣の市町村や都道府県のみな

らず、遠方の市町村や都道府県による広域的な対応等が積極的に行わ

れた。東日本大震災後には、行政機能を維持するための地方公共団体

間の広域的な連携や事前の備えへの機運が高まりつつあるのではない

か。 
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○ 東日本大震災後に、災害関係法制においては、順次法改正が行われ

ている。人命にかかわるような緊急性の極めて高い応急措置に加えて、

避難所運営支援、巡回健康相談等にも応援対策業務を拡大したり、市

町村・都道府県の区域を越える被災住民の受入れに関する都道府県・

国による調整規定を創設したりするなど、所要の見直しが図られつつ

あるのではないか。 
 
○ 東日本大震災がもたらした教訓を基に、災害対策面においては、地

方公共団体間の広域的な連携や、都道府県の役割の強化など、必要な

対応が図られつつあると言えるのではないか。 
 
（今後の基礎自治体における住民サービスの提供） 
○ 平成１１年以来、全国的に市町村合併が積極的に推進され、市町村

合併は相当程度進捗したが、依然として相当数の小規模市町村がある

こと等を踏まえ、引き続き市町村の行財政基盤の強化を図ることが必

要ではないか。 
 
○ 自主的な市町村合併に対しては、引き続き必要な支援措置を講じて

いく必要があるが、市町村合併に向けた取組は進んでおらず、短期間

で市町村合併が更に進捗することは想定できないのではないか。 
 
○ 人口減少・少子高齢社会における今後の基礎自治体の住民サービス

の提供のあり方については、基礎自治体の担うべき役割を踏まえ、自

主的な市町村合併のほか、共同処理方式による市町村間の広域連携や

都道府県による補完などの多様な選択肢を用意した上で、それぞれの

市町村がこれらの中から最も適した仕組みを自ら選択できるようにし

ていくことが必要なのではないか。 
 
○ 合併市町村においては、行財政の効率化等の成果が現れつつあるが、

行政区域の広域化に伴う課題なども生じている。課題の解決に取り組

む合併市町村に対しては、合併の効果を最大限に発現できるよう適切

に支援を行っていく必要があるのではないか。 
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２．基礎自治体の住民サービスの提供のあり方 
 
（１）市町村間の広域連携 
 
① 現行の広域連携について 

 
（市町村間の広域連携に対するニーズ） 
○ 今後の市町村における事務処理体制の整備のあり方については、中

長期的に、近隣市町村との共同処理を行うことが必要と考える市町村

は多く、市町村間の広域連携を一層進めていこうとするニーズは高い

のではないか。 
 
（現行の事務の共同処理制度の課題） 
○ 現行の地方自治法では、事務の共同処理の制度について、一部事務

組合及び広域連合、協議会、機関等の共同設置並びに事務の委託の各

方式が規定され、その効果が定められている。 
  事務の共同処理を行っている市町村からは、様々な指摘があるが、

まず、一部事務組合及び広域連合については、迅速な意思決定が困難

である、構成団体の意見が反映されにくいという課題があるのではな

いか。 
 
○ 次に、協議会については、迅速な意思決定が困難であるという課題

があるのではないか。 
 
○ 機関等の共同設置については、中心的な役割を果たす市町村の負担

が大きいという課題があるのではないか。 
 
○ 事務の委託については、構成団体から事務処理に当たって必要な情

報を把握することが困難であるという課題があるのではないか。 
 
○ 市町村とは別の法人の設立を要する事務の共同処理の方式である

一部事務組合等については、住民への説明責任を十分に果たしていな

いのではないかとの指摘がある。住民の関心が低いことなど、運用上

の問題も含め、ガバナンスのあり方に課題があるのではないか。 
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② 新たな広域連携の制度の必要性 
 

 （新たな広域連携の制度の検討） 
○ 広域連携を一層進めていくため、現行の事務の共同処理の制度に加

え、より弾力的な広域連携の制度を設けることを検討する必要がある

のではないか。 
 
○ 人口減少・少子高齢社会においては、中心市と近隣市町村が相互に

役割分担を行い連携・協力することにより、圏域全体の活性化を図る

ことを目的とする定住自立圏のような仕組みが重要ではないか。将来、

人口減少に転じると予想される三大都市圏においても、同様に考えら

れるのではないか。 
 
○ 現行の定住自立圏形成協定の仕組みにおいては、実際に事務の共同

処理を実施していくに当たって、その内容に応じて定住自立圏形成協

定とは別に地方自治法上の事務の共同処理に係る規約を定める必要

がある。 
  市町村間の広域連携を一層促していくためには、現行の地方自治法

に定める事務の共同処理の方式以外の、地方公共団体間での柔軟な連

携を可能とする仕組みを制度化する必要があるのではないか。 
 
○ 地方公共団体間での柔軟な連携の仕組みを制度化する場合、その意

義について、その合意形成の手続を規定すること、地方公共団体間の

合意が実行されない場合の調整方法を制度化すること、その他民法上

の契約等では不十分と考えられる点を補うこと、という観点から、検

討が必要ではないか。 
 
○ 広域連携の仕組みを活用しようとする市町村、とりわけ条件不利地

域にある市町村において、近隣の市町村が連携を望まない場合や、対

象事務について協議が整わない場合などに、どのように広域連携を進

めていくかについて検討すべきではないか。 
 
（広域連携の促進に向けた留意点） 
○ 今後、市町村間の広域連携をより一層促進していくに当たっては、

連携するメリットを住民にわかりやすく示す必要があるのではない

か。特に、既に一定の規模能力を備えた中心市と近隣の市町村が連携

を行う場合に、それぞれのメリットが示される必要があるのではない

か。 
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○ 中心市のリーダーシップのあり方について検討すべきではないか。 
 
○ 市町村間の新たな広域連携の仕組みを踏まえた財政措置のあり方

について検討すべきではないか。 
 
○ 市町村間での民法上の契約等、地方自治法に基づかない広域連携に

ついても、現状、広く実施されており、このような手法を含めて、連

携を促していくべきではないか。 
 
○ 法的責任の所在や構成団体の住民に対する説明責任のあり方も重

要ではないか。 
 
○ それぞれの地域が、それぞれの有する都市的な機能の魅力、自然環

境の魅力等を高め、その地域に住む人がそこに誇りを持って住み続け

ようと思えるような地域づくりを推進すべきではないか。 
 
○ これからの人口減少・少子高齢社会においては、都会の住民を地方

に呼び込み、交流人口を増やす取組の必要性が高まっており、近隣の

都市圏域を越えた遠方の市町村との連携・交流も含め、交流人口の増

加という視点も重要ではないか。 
 

（２）都道府県による補完 
 
○ 今後の市町村における事務処理体制の整備のあり方について、中長

期的な方向として、処理が困難な事務について都道府県が処理するこ

とが必要と考える市町村があり、都道府県の補完には一定のニーズが

あると言えるのではないか。 
 
 
○ 小規模な市町村などにおいて、処理が困難な事務があったときに、

市町村間の広域連携では課題の解決が難しい場合には、当該市町村を

包括する都道府県が、事務の一部を市町村に代わって処理する役割を

担うという考え方について、どう考えるか。 
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○ 現行法において、市町村の事務を都道府県に委託しようとする際、

都道府県に当該事務を処理する体制がない場合に、当該事務の委託は

ふさわしくないとする考え方がある。市町村優先の原則や行政の簡素

化・効率化という事務の共同処理制度の立法趣旨に留意しつつ、地方

公共団体間の柔軟な連携の仕組みを制度化し、それを活用して、都道

府県が事務の一部を市町村に代わって処理することについて、どう考

えるか。 
 
○ 過疎対策等における事業の代行制度について、その対象を拡大する

ことを検討したり、地方公共団体間での柔軟な連携の仕組みを制度化

したりする等、多様な選択肢を用意することで、都道府県と市町村の

自主的な取組を促していくとの考え方について、どう考えるか。 
 
○ 小規模市町村における事務執行の確保を考えるに際しては、各市町

村の地理的条件や社会的条件が多様であることに鑑み、行政の効率化

等の観点のみにとらわれることなく、地域の実情も十分踏まえるよう

留意すべきではないか。 
 
○ 市町村間の広域連携の促進に向けた留意点について、都道府県によ

る補完の場合には、どのように考えるか。 
 
（３）民間部門等の活用 
 
○ 地方公共団体間で連携して民間部門等を活用する取組が進んできて

いることについても、地方公共団体間の連携のあり方の一つとして評

価すべきではないか。 
 
○ その際、住民に対する説明責任のあり方等にも留意すべきではない

か。 
 
○ 災害対応や監査などについて、民間部門の専門的な人材の活用も有

用なのではないか。 
 
○ 市町村における技術系職員の不足等の課題に対応するため、専門的

な人材を共同で集める必要もあるのではないか。 
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３．「平成の合併」後の基礎自治体における課題への対応 
 
（１）合併市町村 
 
○ 人口減少・少子高齢化の進行等の社会状況の変化に対応して、地方

分権の担い手となる基礎自治体にふさわしい行財政基盤を確立するこ

とが強く求められ、平成１１年以来、全国的に市町村合併が積極的に

推進されたのではないか。 
 
○ その効果について、少子高齢化や人口減少の歯止め、出生率の回復

といった点は長期的に評価していく必要があるが、短期的には、職員

配置の適正化等の行財政の効率化や、広域的なまちづくりの推進など

の成果が現れていると評価できるのではないか。 
 
○ 市町村合併によって組織が専門化したり、専門職員が増加したりす

ることで体制が充実した市町村がある一方、例えば、合併後も規模が

小さな市町村においては、依然として専門職員が不足している場合が

あるなど、市町村合併の効果の発現には、一様でない面もあるのでは

ないか。 
 
○ 市町村合併による行政区域の広域化に伴い、旧市町村地域の振興や、

公共施設等の統廃合の難航といった課題に加え、住民の立場から重要

な視点として、住民の声の行政への適切な反映などについて課題が生

じているのではないか。 
 
○ このような課題の解決に向け、各合併市町村において、地域単位で

コミュニティ活動等を行う団体への支援、コミュニティバスの運行・

エリアの拡大、地域のイベントや祭りの実施及び伝統文化の保存・継

承への支援、支所機能の充実によるサービスの維持・向上等、様々な

取組が行われているのではないか。 
 
○ 合併市町村における支所や出張所、地域の自治会などについては、

コミュニティの維持管理や災害対応において重要な役割を果たしてい

ると考えられるのではないか。 
 
○ 地域によっては支所・出張所の適正配置の努力が必要なところもあ

り、地域の実情に応じた取組が進められるよう留意が必要ではないか。 
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○ 「平成の合併」により市町村の姿が大きく変わった面があり、市町

村が行政運営の効率化を図りつつ、安定した財政運営ができるように

するとともに、地域の実情を踏まえた住民自治の強化、支所機能の活

用等の取組を継続的に進められるようにする必要があるのではないか。

このような観点から、市町村合併による行政区域の広域化を踏まえた

財政措置について検討すべきではないか。 
 
○ 被災した合併市町村においては、組織力の向上や支所の適切な活用

等により災害への対応力が向上したという指摘がある一方、対応力の

向上が実感できなかったといった指摘もあり、災害への対応力と市町

村合併の関係については、個々の市町村の実情も踏まえた評価が必要

ではないか。 
 
（２）大都市圏の市町村 
 
○ 市町村合併があまり進捗しなかった大都市圏の市町村においては、

地方圏を上回る急速な高齢化の進行が見込まれるのではないか。 
 
○ 人口急増期に集中的に整備した公共施設の老朽化が進み、一斉に更

新時期を迎えるのではないか。 
 
○ 面積が小さな市町村が数多く存在しており、行政サービスの受益と

負担が一致しておらず、公共施設の円滑な利活用や一体性のある広域

的なまちづくりに支障があるのではないか。 
 
○ 今後の市町村合併については、それぞれの市町村の自主的な選択を

尊重することを前提とした上で、市町村合併を自主的に選択しようと

するときの判断材料となるよう、市町村合併の成果や課題について、

特に大都市圏の市町村に対し、十分な情報提供が行われる必要がある

のではないか。 
 
○ 新たな広域連携の制度については、大都市圏の市町村間の広域連携

を促していくことに資するものとする必要があるのではないか。 


